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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和４年９月７日（水）午前１０時    開会 

  平成２８年１１月１５日午前１１時３２分 閉会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 三 好 義 治   副委員長 松 本 暁 彦   委  員 福 住 礼 子 

  委  員 藤 浦 雅 彦   委  員 安 藤  薫   委  員 野 口  博 

委  員 塚 本  崇 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正   

副市長 奥 村 良 夫  副市長 福 渡  隆 

市長公室長 平 井 貴 志  総務部長 山 口  猛  建設部長 武 井 義 孝 

総務部理事 辰 巳 裕 志  同部参事兼工事検査室長 永 田  享 

建設部参事兼道路交通課長 寺 田 満 男  人事課長 松 本 泰 洋 

防災危機管理課長 竹 下 博 和  財政課長 森 川  護 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 橋 本 英 樹 同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦 

 

１．審査案件 

  議案第３９号 令和４年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分 

  議案第４５号 摂津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の 

         件 

  議案第４６号 摂津市職員の退職手当に関する条例及び摂津市企業職員の給与の種 

類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分      
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（午前１０時 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから総務建

設常任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 本日は、委員各位には何かとお忙しいと

ころ、総務建設常任委員会をお持ちいただ

きまして大変ありがとうございます。 

 本日は、過日の本会議で当常任委員会に

付託されました３案件について、ご審査を

いただきます。何とぞ慎重審査の上、ご可

決いただきますようよろしくお願いいた

します。 

 一旦退席させていただきます。 

○三好義治委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、安藤委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第３９号所管分の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 おはようございます。 

 まず私からは、今回の補正に関して２点、

質問させていただければと思います。 

 １点目でございます。 

 少し総論的な意味合いになりますが、ま

ず歳入の部分で、財政調整基金繰入金を減

額、また臨時財政対策債を減額されていま

す。 

 歳出で、財政調整基金積立金を増額され

ております。執行部の思いとして、このコ

ロナ禍や物価高に耐える市民のために一

部取り崩しを行って、将来負担を減らした

上で、その対策を市民のために行ったので

はないかと私は受け取ったんですが、今回

の補正の意味づけを教えていただければ

幸いです。 

 二つ目でございます。 

 １５ページ、公共交通機関物価高騰対策

補助金です。今回この１８２万６，０００

円、４月から６月分とお聞きしております。

公共交通機関物価高騰に対する補助金と

聞いてはいるんですが、一般財源からの支

出になっております。この物価高が今後も

続くかもしれない、どこで終わるかも分か

らない中、一般財源からずっと出し続ける

のか、今後も続く状況に対して、どう思わ

れているのか、この２点に対して、ご答弁

をお願いします。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 それでは、まず財政調整

基金繰入金の減額、臨時財政対策債の減額、

それから歳出で財政調整基金積立金を増

額している件、それと今回の補正予算の意

味づけでございます。まず臨時財政対策債

につきましては、普通交付税の決定と併せ

て臨時財政対策債の発行可能額につきま

しても３億９，９４８万円と決定をされて

おります。 

 当初予算で臨時財政対策債６億５，００

０万円を計上しておりましたので、その差

額の２億５，０５２万円を今回は、減額し

ているところであります。 

 それから、財政調整基金積立金２億６，

７１５万７，０００円でございます。こち
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らにつきましては地方財政法の第７条の

規定によりまして、地方公共団体は、各会

計年度において歳入歳出の決算上、剰余金

が生じた場合においては、当該剰余金のう

ちの２分の１を下らない金額は、これを剰

余金が生じた翌々年度までに積み立て、ま

たは償還期限を繰り上げて行う地方債の

償還の財源に充てなければならないとの

規定がございます。 

 今回のこの積立金につきましては、補正

予算書の１３ページに前年度繰越金５億

３，４３１万３，０００円を計上しており

ます。その２分の１を規定に基づき、歳出

で計上しているものでございます。 

 それから歳出で今回、原油高騰、物価高

騰等もございますことから、民間保育所等

の物価高騰対策や公共交通機関の物価高

騰対策の補助金を計上しております。それ

ぞれの財源の調整といたしまして、結果的

に歳入の財政調整基金繰入金が減額とな

っているものでございます。 

２点目の公共交通機関物価高騰対策補

助金の財源の話でございます。こちらにつ

きましては現在、予算としましては一般財

源となっております。ただ、地方創生臨時

交付金でも原油高騰でありますとか物価

高騰に対しましては、対象のメニューにな

っておりますことから、この公共交通機関

物価高騰対策補助金につきましても、地方

創生臨時交付金の計画の中に含めてまい

りたいと思っております。 

 ただ、現在、地方創生臨時交付金の限度

額は国から示されております。そちらにつ

きまして、補正予算第３号で全て計上して

おります。このため、それ以上充てること

はできませんので、この補正予算書には一

般財源として予算を計上させていただい

ている状況でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ご説明ありがとうござい

ます。 

 １点目の質問に関しては、あくまでもル

ール上にのっとった対策であると理解さ

せていただきます。 

 ２点目に関しましては今後も、これは総

合的に勘案して今後、我々議会としても意

見書を出していくなど行動を起こしてい

かなきゃいけない部分が多々あるのかな

と思いながら聞いておりました。またいろ

いろと議論させていただければと思いま

す。ありがとうございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは補正予算書の

１６ページ、交通安全対策費につきまして、

道路の拡幅の整備となっていた件です。竹

の鼻ガードは、昔は信号もなく、大変危険

な箇所でした。それがタイミングよく手前

の建物がなくなったことで、道路の拡幅が

できたんだろうと思います。本当に渋滞し

やすい場所ですが、安全対策が進んだと思

って、地域の皆さんは大変安心して喜んで

おられると思っております。まだまだ摂津

市内には要望の多い地域などあると思う

んです。今後の計画みたいなものがもしあ

れば、教えていただければと思います。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 今回のこの案件以外

に市内にまだ交通安全対策がなされてい

ない、歩車分離が図れていないような道路

は数多くあるということは、今の状況でご

ざいます。ただ、今後こういう局所的な交

通安全対策を図ろうといたしますと、そこ

にはお住まいの方であったり、なりわいを

されている方のご意向等も当然ございま

すので、その辺りを含めて今後も地元の状
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況を勘案しながら進めてまいりたいと思

っています。 

 今のところ、計画ではないんですけれど

も、今後ともそういう状況をつぶさに現状

も勘案しながら、検討してまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。 

 地域の要望と、たまたまのそういった情

報が合致して、いいタイミングでこういう

結果になったんだと思います。それでも長

い期間がかかっての今回の整備ができた

と思います。 

 あと、やっぱり市民の皆様からすれば、

本当に朽ちかけているお家をいつまで放

置しているのかなと思っているような場

所をお分かりだと思います。そういった持

ち主の方との折衝とか情報の察知は、これ

からも地域の皆さんとつながりながら、整

えていただけたらと思っておりますので、

ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○三好義治委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 おはようございます。 

 令和４年度の地方交付税の算定におい

て、先ほどありましたように、交付税が増

額になり、臨時財政対策債が減額になりま

した。部長会の資料の中に、速報値につい

てのいろいろ過去の表も入れていただい

ておりました。令和３年度ですと臨時財政

対策債は１３億円でありました。 

 まず、基準財政収入額と基準財政需要額

との差額について、今年の地方交付税の計

画がどうであったのかも交えて、説明して

いただきたいのが一つです。 

 それから、公共交通機関物価高騰対策補

助金の話が先ほど出ました。物価高対策と

して必要額について支援するもので、これ

について評価しておきたいと思います。所

管が違いますけれども、民間保育所にも物

価高対策の補助金を出していただくこと

になっています。前回の補正のときには介

護事業者に対して補助金を出していただ

いておりました。こういった面については

評価をしておきたいと思います。 

 それから１６ページの災害対策費、災害

対策基金積立金で、今回また１，０００万

円を積まれます。これは何年か前から、こ

の基金を積んでいく方針が出されて、大体

今の時期に積んでいっております。それで

合計５，０００万円積まれることになり、

目標であった５，０００万円がこれで達成

でございます。そこで、今後どうしていか

れるのかについてです。私個人的には、や

っぱり１億円ぐらい積まれたほうがいい

のではないかと思っています。 

 どの辺の災害を想定するかによって変

わると思うんです。今言われているのは、

やっぱり淀川が破堤をして、市域の８割が

水没してしまったことを想定すると、やっ

ぱりそれぐらいあってもいいのではない

かと思います。今後の捉え方も含めて、ご

説明をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 それでは普通交付税の

増額と臨時財政対策債の減額の件でござ

います。今回の普通交付税算定の昨年度と

の違いというか、特徴でございます。まず

基準財政収入額につきましては昨年度と

比べて１．２％の増となっております。内

容で申しますと、法人市民税は減になって

おりますけれども、固定資産税におけます

償却資産、それから地方消費税交付金、法

人事業税交付金などが増となっておりま
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すことから、収入額全体では１．２％の増

となっております。 

 基準財政需要額につきましては、こちら

臨時財政対策債の発行可能額がございま

す。この振替前の需要額で申しますと、昨

年度より若干減になっていますけれども、

ほぼ同様と考えていただければと思いま

す。 

 あとは普通交付税の額と臨時財政対策

債発行可能額との割り振りになります。昨

年度は、国におけます交付税財源の不足も

ございましたことから、臨時財政対策債の

発行可能額の割合が高くなっておりまし

て、約１３億円と多額な発行可能額となっ

ております。今年度につきましては、国が

交付税財源を一定確保されておりますこ

とから、臨時財政対策債の発行可能額が約

４億円となったものでございます。 

 臨時財政対策債の発行可能額の振替前

と振替後によってそういうものがござい

ます。振替前では、ほぼ同様で、振替後に

基準財政需要額において５．７％の増とな

ったものでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 私からは災害

対策基金積立金の今後の見通しについて

ご答弁させていただきます。 

 この基金につきまして、令和元年度で２，

０００万円、その後１，０００万円ずつ積

み立てていき、令和４年度の今回の補正予

算で目標の５，０００万円に達することに

なります。この基金につきましては、災害

発生直後に必要になる災害対策費用を想

定しておりまして、この災害については何

分規模が様々でございますので、最適な金

額の算定は難しいところでございます。今

後、災害による被害額の算定方法、これの

進展により基金の積み増しが必要になっ

た際には、また財政課と調整しまして検討

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 最初の地方交付税の話

について、難しい話ですので、また個別で

教えてください。よろしくお願いします。 

 一番気になっているところで、令和３年

度では、最終的にこの基金の取り崩しがゼ

ロになる、これは毎年そういう状況が続い

ている中で令和４年度は、どうもそうはい

かないと。最初の取り崩し額が３９億円で、

千里丘西地区のまちづくりが今ピークを

迎えていることもあります。一番注目して

いるのは、どれぐらいまで圧縮できるかが

一番やっぱり注目をしているところでご

ざいます。それだけではないですけれども、

やっぱりそれと併せて今度は、物価高対策

等を進めていかなければいけません。国も

また第２次の物価高対策をすると岸田首

相が言っています。しっかりまた市民を守

る取り組みをしていかないといけません。

これはしっかりとまた計画を立てて、やっ

ていっていただきたいと要望しておきま

すのでお願いします。 

 それから災害対策基金の積み立てでご

ざいます。一般財源から積み上げていくの

で、５，０００万円の目標を達成しました。

やっぱりいろんな寄附金とか、そういうも

のも合わせて積んでいく考え方もあると

思います。これは柔軟な考え方の下で、い

ざというときにしっかりと、利用できるよ

うな体制を今後とも取っていただくこと

で、要望しておきたいと思います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 おはようございます。 
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 それでは所見をお聞きしたいと思いま

す。３ページにあります債務負担行為の追

加で、建物等総合管理事業とそれから電気

保安業務委託事業についてです。それぞれ

令和４年度を含めると６か年ですけれど

も、一応５か年の委託計画のための債務負

担行為だと思います。この間の物価高騰で

あったり、消費税の引き上げであったり、

または人材不足や資材の高騰等、いろいろ

なコストが上がってきている状況が報じ

られております。今回の債務負担行為それ

ぞれ、こういった物価高騰等の影響を受け

ているのかどうなのか。前回との比較はど

のように考えておられるのか、１点目にお

聞きしたいと思います。 

 それから２点目です。１４ページ、先ほ

ども少しご質問がありました公共交通機

関物価高騰対策補助金１８２万６，０００

円でございます。この１８２万６，０００

円、タクシー会社とバス会社に対してのも

のだとお聞きしておりまして、以前、コロ

ナ対策として補助金も交付されていたと

思います。今回の補助金の計算根拠と対象

額について、ご説明をいただけたらと思い

ます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 債務負担行為の限度額

算定の前回との違いでございます。施設そ

れぞれございまして、この５年間のうちで

廃止されている施設もございますし、追加

されている施設もございますので、まず施

設の増減がございます。 

 それから、この限度額を算出するに当た

りまして、現行の事業者に参考見積もりも

いただいております。そこにはやはり人件

費の高騰がございますので、そこの人件費

の高騰分も含んだ部分での限度額とさせ

ていただいております。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは道路交通課

に関わりますご質問にお答えいたします。 

 公共交通の維持に係ります物価高騰の

補助金の根拠のお問いであったかと思い

ます。 

 路線バスにつきましては、これは軽油で

動いている車両でございますので、軽油の

燃料費の差額分、約２３円でございます。

こちらは資源エネルギー庁で出されてい

る数値を基にしまして、各バス事業者の１

日当たりの運行距離、路線ごとに各事業者

で異なっており、それに応じた算定をさせ

ていただいております。 

 タクシー事業者につきましては、これは

大阪府で基準を示されておりまして、３か

月の期間で１台当たり１万４，０００円で

ございます。こちらは既に国で一定補助は

なされており、その差額相当分で、こちら

はＬＰガスで運行されておりますので、そ

ちらに対しましては約８円で、それぞれ算

定の根拠とされております。 

 バス事業者に関しましては、阪急バスに

６６万１，０００円、近鉄バスに３７万円、

京阪バスに５万３，０００円。合わせてバ

ス事業者については、３者で１０８万４，

０００円を計上させていただいておりま

す。 

 タクシー事業者におかれましては、市内

に営業所のあるタクシー会社で、千里丘タ

クシーが３４台保有されておりますので

４７万６，０００円、続いて国際興業は１

９台所有されておりますので２６万６，０

００円。この２社に対しまして７４万２，

０００円で計上をさせていただいており

ます。 

 以上でございます。 
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○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

 債務負担行為の件につきましては、人件

費の問題等が考慮されていると思います。

これだけ人手がいない、それから物価高騰

等、適正な労働者への賃金が払われるよう

に配慮するのは非常に重要なことと思い

ます。そういった点は、もちろん契約です

から適正な競争の上で、よりコストの低い

ところを選ぶのは原則ではあります。やは

りきちんとした最低限必要な部分につい

ては、しっかり考慮した選定をしていただ

きたいとお願いしたいと思います。 

 今後、５年の委託契約を結んでいると思

います。この委託契約を結ぶスケジュール

について、仕様書であるとか、今までのと

ころとそのまま継続されるのか、また新た

に入札を行うのか、どういった選定をされ

るのか、お聞きしておきたいと思います。 

 あと、タクシー、バス等の公共交通機関

への物価高騰対策補助金について、この件

については対応していただきましてあり

がとうございます。 

 これだけ原油であるとか様々な資材な

どのコストが上がっていることで、経済そ

のものを動かしていく中で一定、様々な業

界に対して補助をしていくのは非常に重

要なことであるし、最終その消費者である

住民の皆さんの負担を軽くしていくこと

につながっていくと思います。非常に大事

なことだと思います。公共交通機関の場合

ですと摂津市でも１００万円とか数十万

円レベル、各公共機関に補助金を出すんで

すが、当然のように他市でも同じような形

で、公共交通機関が走っておるわけで、国

は一定の基準を決めて、大阪府も今後継続

してやられるお話は聞いております。この

大阪府などの都道府県とそれから市町村

レベルの横のつながりはどのようになっ

ているのか。摂津市だけがやっていても、

公共交通機関に対しての、それほどのメリ

ットにはつながっていかないと思います。

その辺の他市や都道府県との関係。それか

ら、今回の補助金について事業者から一定

の働きかけ等があったのかどうかを含め

て、その辺の関係性を教えていただけたら

と思います。よろしくお願いします。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 今後のスケジュールや

業者の選定の仕方ですけれども、業者の選

定につきましては入札を行ってまいりた

いと考えております。 

 施設数がたくさんございまして、建物等

総合管理事業においては９６施設を予定

しております。電気保安業務委託事業につ

きましては３６施設を予定しております。

入札の参加業者によるそれぞれの施設の

現場確認等も必要になってまいりますの

で、この議決をいただきましたら、すぐに

入札に入っていきたいと思っております。

そして令和５年４月から必ず委託業務を

実施していただくスケジュールを予定し

ております。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、安藤委員の

２回目のご質問にお答えいたします。 

 他市の状況とのお問いであったかと思

います。既に近隣市で申し上げますと、高

槻市が６月議会で対応されていると。大阪

府におかれましても６月に対応されてお

りまして、一定この時点で算定基準もお示

しをいただいている状況でございます。先

ほどもありましたように大阪府について

は、このバス、タクシーの事業者には７月

から９月分で計上されております。 

 本市含めて、この９月議会で補正予算措
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置については、茨木市が本市と同様の考え

方で、予算案として計上されております。

続いて豊中市、吹田市が今後、１２月で予

定をされているとお聞きいたしておりま

す。 

 ２点目でございますが、各事業者からの

ご要望でございます。国では、さきにコロ

ナ禍における原油価格、物価高騰対応分の

内容が示された上で、今年の初めから京阪

バス、それから近鉄バス、大阪タクシー協

会、大阪バス協会、さらにまた近鉄バスが

再度お見えになられていること、阪急バス

からは、それぞれこの物価高騰に対する、

本市に対してのご要望がございました。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

 契約については、９６施設が建物等総合

管理と３６施設に電気保安業務委託で、そ

れぞれ一括の契約になるかと思います。や

はり一括でやることでの建物間での連携

であるとか、管理の仕方であるとかのメリ

ット、あとスケールメリット等もあるかと

思います。こういったたくさんの、しかも

大小様々な施設をまとめて管理していく

には、それなりに一定の大きな会社になら

ざるを得ないのかなと想像します。地元の

中小事業者で、もう少し分割して受注機会

をふやす考え方は、こういった建物等総合

管理であるとか、電気保安業務等々ではそ

ぐわないのか。あえてそれは特別にできな

いのか。やるメリットよりもデメリットが

大きいのか。その辺、分離・分割の考え方

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それから公共交通の分についてです。や

はり物価高騰によって苦しんでおられる

公共交通機関は、それぞれの市というより

は非常に広域で役割を担っておられる。そ

ういう点でいうと、やはり国であるとか大

阪府など広域において、統一した形で補助

の施策を組んで、予算を組んでやっていく

ことが大事ではないかと思うわけです。市

町村の意思決定でやらないとの選択肢も

出てくることになります。そういう点は非

常に、どうなんだろうと少し首をかしげた

くなる。摂津市の場合、きちんとやられる

ということでありますので、その点はいい

と思うんです。そういった点は、やはり国

や大阪府に、きちんと物価高騰対策を広域

で取り組んでほしい旨の要望等を市長会

で併せて要請したりする動きがないのか

どうなのか。ぜひやってほしいと思います。

そういう動きがあれば教えていただきた

いと思いますし、要請をぜひやっていただ

きたいと思います。 

 それから、こういった物価高騰であると

かコロナの影響等々で国の指針が示され

て、国からのお金が使えることでの情報が

各業界から伝わって、業界からも、こうい

う様々な要請があると思います。それは当

然のことだと思いますし、ぜひ機敏に、い

ち早く対応していっていただきたいです。

それから、物価高騰で一番しわ寄せがある

のは住民一人一人でありまして、そういう

意味では住民一人一人の暮らしの物価高

騰対策を行っていくのはそれこそ、それぞ

れの市町村、つまり基礎自治体である摂津

市の役割であります。国の予算がつく、つ

かないは別にして、業界だけでなく市民の

暮らし、物価高騰への対応を市としてやっ

ていくことも非常に大事ではないかと思

います。これはもう所管もまたがってしま

いますので、私の意見として申しておきた

いと思います。ぜひ部長会、もしくは、こ

れからの予算編成等でご議論いただけた
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らと思います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 分離・分割の考え方につ

いてでございます。今回、確かに多くの施

設はございますけれども、担っていただく

業務内容は、ほぼ同じような内容の業務を

担っていただくことになります。そのこと

からやっぱりスケールメリットで複数の

施設を委託することによって、スケールメ

リットによる経費の削減を目的にさせて

いただいておりまして、施設をまとめるこ

とによる契約を考えております。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、安藤委員の

３回目のご質問にお答えいたします。 

 国・府への広域的な関わり、取り組みに

ついてのご要望でございます。今のところ

そのような要望、この公共交通に関しまし

ては、いたしていないところでございます。

この物価高騰は何も公共交通に限ったこ

とではございません。私どもからいいます

と、今後、国・府に対して全般的な取り組

みの内容は、今後また庁内でも検討してい

く必要はあると認識いたしております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 最後にいたします。 

 分離・分割についてでございます。今ご

説明いただいたところによると、建物は違

うけれども、管理をする内容についてはほ

ぼ同じであって、スケールメリットが一番

の大きな理由とのことであります。一定は

理解できると思います。一方で、この間の

物価高騰であるとか長期不況等ですね、中

小業者、コロナの影響も受けて、仕事がど

んどん目減りしている状況の下で、物価高

騰対策が国からも一定業種ごと、個別対応

にはなってはいますけれども、中小業者へ

の様々な支援を行っているところでもあ

ります。 

 きちんとした競争とそれから、きちんと

した管理の技術やノウハウのあるなしは、

きちんと定めなければいけません。分離・

分割、もしくは安威川以南・安威川以北、

または一定の施設の規模、または種類です

ね、教育施設であったり、または市民活動

施設だったり、様々な分野ごとで一定の分

離・分割の考え方が、あってもおかしくは

ないと思います。その点については、また

新たな時代の中で分離・分割で地元の中小

業者、確保していく点から、もしくは地元

の業者の育成という点からも、そういった

研究や検討もしていっていただきたい、こ

れは要望しておきたいと思います。 

 それから公共交通物価高騰対策です。課

長も今おっしゃっていただきましたよう

に、物価高騰の影響は、あらゆる分野に波

及しております。もちろんそれぞれの業界

ごとへの対策も、一定の効果はあるのかも

しれませんが、パッケージで、全体的に物

価高騰対策を国の責任できちんとやられ

るべきだと思います。 

 そういう点では市からも、そういった立

場で、国への要請もしていただきたいです。

庁内での議論も、そういった立場に立って

議論をしていただきたいと改めて要望し

て、質問を終わりたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 最初に、今議論されていま

す、公共交通関係だとか、保育所等への物

価高騰対策が計上されています。国からも

ご承知のとおり、これから非課税世帯に対

する５万円給付が言われております。そう

いう対策もしていくことになっています。
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今回、市として、各家庭に送られている商

品券、グルメクーポン券だとか、いろんな

意味で、しんどい生活の中で、特に自治体

が行う二つの動きについて大きな関心を

持って受け止めております。やっぱり今回、

商品券を中心に３億３，０００万円の交付

金を全部つぎ込むことで動いております。

単費であっても、そういう課題については

積極的に議論していただいて、実行に移し

ていただきたいと思います。 

 ご承知のとおり、このコロナ禍の中で財

政状況は、民間企業でいえば優良企業と言

われるほどで、約１６６億円の基金になっ

ています。市民の中では、こんな基金があ

るのに、もっともっと暮らしを守る方向で、

頑張ってほしいとの意見も出ております。

ぜひそういう議論をしていただいて成果

が出るようによろしく、まずお願いしてお

きたいと思います。 

 それで１０月には決算審査があります

ので、今時点で大まかな議論だけさせてい

ただきたいと思います。 

 今回、補正について、財源的には今時点

での国の地方財政計画上で、この摂津市に

おける地方交付税、臨時財政対策債がある

程度確定しましたので、その財源調整を含

めて、いろんな課題をつけて補正が組まれ

ております。歴史的に見て、このコロナ禍

の中でどんどん地方交付税がふえている、

このことについてどう理解していいのか、

お聞きしたいと思います。 

 私の手元資料が２０１０年からありま

して、今は２０２２年なので、１２年前か

ら見ましても、これだけ多額の普通交付税

が組まれることはなかったわけです。令和

２年度に行われた５年ごとの国勢調査で

北摂地域を含めて、摂津市は人口がふえた

と。人口増が地方財政計画上、影響してい

るとのことです。地方交付税がこれだけふ

えた背景について、少し分かりやすく説明

していただきたいと思います。 

 もう一つは、今年も半分以上過ぎました。

先ほど議論がありましたように、当初たく

さんの繰入金を組んだけれども、基金を使

うことなく決算を締める年度はたくさん

あります。令和３年度も結果としてはゼロ

で、１４億円を超える金額、これ土地開発

基金に入れ込むわけであります。 

 令和４年度は半年過ぎた中で、今年度の

財政状況の予想について、今時点でどう見

ているのかについて、２点目で教えていた

だきたいと思います。 

 以上、二つです。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 まず１点目の地方交付

税がふえた背景、どう考えているのかです。

まず一つは、基準財政需要額にいろいろな

費目がございまして、昨年だったと思いま

すけれども、新たに地域デジタル社会推進

費という費目も加わってきております。デ

ジタル化もございますので、そこの部分が

需要額に算入されているのがまず１点で

す。 

 それから、委員もおっしゃっておられま

したように、人口の部分であります。令和

３年度から、令和２年度に行われました国

勢調査の人口に置き換わっております。や

はり人口が基本の単位になります。全国的

に見ると、人口は減少傾向にありますけれ

ども、令和２年度の国勢調査におきまして

は、本市は増加となります。その部分が需

要額に大きく反映しているところもあり

まして、地方交付税が現在ふえているのが

背景にあるのではないかと分析をしてい

るところであります。 

 それから年度末の財政状況の予想でご
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ざいます。財政調整基金と減債基金と公共

施設整備基金、この基金によります令和３

年度末の現在高が約１４０億円でござい

ます。それから当初予算でありますとか補

正予算でそれぞれ取り崩し、積み立てを計

上しておりますことから、予算上では令和

４年度末が１０４億円ほどとなりまして、

その差が３６億円ほどの取り崩しになり

ます。もちろん歳出におきましては不用額

も発生してまいりますので、必ずこの３６

億円取り崩しになるのかというと、そうで

はないと思っております。あと、市税の収

入がどうなるのか等の歳入も大きく影響

してまいりますので、現時点で年度末の取

り崩しが幾らという数字をお答えするの

は非常に難しいと思っております。 

 ただ、令和元年度・令和２年度・令和３

年度におきましては取り崩しなく財政運

営できましたけれども、令和４年度につき

ましては、幾らかの基金からの取り崩しは

必要になってくると予想をしているとこ

ろであります。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 １点目については、またい

ろいろ議論したいと思います。今年度末の

問題について、毎年、この９月議会で大ま

かな議論をしながら来ております。同じご

答弁だと思うんですけれども、結果として、

このコロナ禍であっても、どんどん基金が

ふえ、交付税もふえていく。これは何なの

か、はっきり言ってなかなか僕らも説明で

きない部分があるんです。しかし、コロナ

禍や円安、物価高によって市民の暮らしは

しんどくなってきていると。でも、基金は

どんどんふえていってます。その辺の関係

性について、なかなか理解できないことも

ありましたので、こういう点で、いろいろ

概略的な議論をしたいと思っています。 

 コロナ禍であって、なぜ基金がどんどん

ふえるのか。そして気持ちとして国民の生

活はどんどんしんどくなっていく中、地方

公共団体がどんどん貯金がふえている、こ

ういう関係性について、副市長からでもご

答弁いただければと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

○三好義治委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 毎回いろんな議論の中で

いわゆる基金、積立金が非常に多額になっ

ているとのご指摘がございます。基金を分

析しますと、平成２７年度のときに非常に

基金がふえました。これは平成２６年度だ

ったと思うんですが、健都の土地の売却部

分で、ほぼ７０億円弱ぐらいはございまし

た。それと、何年間にわたります市たばこ

税の通常の収入以上の収入がございまし

た。通常は年間で７億円ほどですが、この

数年間で約１２０億円ぐらいは、そこのと

ころで余分な収入があったと思っていま

す。 

 現在、土地開発基金も入れまして、１７

０億円弱ぐらいございます。それは全て土

地の売却収入、それから、市たばこ税の収

入に基づいた基金が残っているものです。

通常、一番理想的なのは、毎年の収入から

支出を引いた残りの金額を積み立てて１

７０億円になれば一番いいんですけれど

も、そういう臨時的な収入によって基金が、

かなり現在は積み上がっております。 

 ただ、これも決算のときにまたご議論が

あると思いますけれども、財政健全化水準

でいきますと約１２％が標準財政規模で

約１２％赤字になれば、財政再生団体にな

ると思います。大体２００億円の標準財政

規模ですので、２６億円ぐらいの赤字が出

れば財政再生団体になると。２６億円です

けれども、単年度で１３億円の赤字が出れ
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ば当然２年間ですから２６億円。そのため

に基金を温存しておかないと、いつ何どき、

そういう事態に陥るかも分からないため、

基金を残してございます。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 一言申し上げておきます。

いろんな経過の中で、言われたように結果、

大幅な基金の増に至ったことは当然お互

いに理解しているわけです。しかし、実際

そういう基金があるわけで、それをいかに

市民生活に生かしていくのか。財政全体の

活用に生かしていくのかが問われている

と思っています。市民の方々がこういう今

の財政状況について平たく言えば、自分た

ちの生活がしんどいのに、市役所はいっぱ

い貯金を持っているとの見方も多くの方

がしているわけです。だから、そういうこ

ともちゃんと受け止めていただいて、最初

に申し上げたように、今の市民の生活実態

と併せた財政の活用について、改めて議論

していただく。その中で将来必要な財源計

画をつくりながら、市民に信頼される方向

に財政運営をしていただきたいことを改

めて申し上げて終わります。 

○三好義治委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時５６分 休憩） 

（午前１０時５８分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第４５号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 先日の本会議で、市長公室

長から提案説明いただきました。今回の条

例改正に当たって、その大もととなる法律

が、地方公務員の育児休業に関する法律及

び育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律及び雇

用保険法の一部を改正する法律の一部を

改正する法律とのことで、とんでもなく長

い名前です。今この法改正で、育児休業が

どのように変わるのか、そのポイントをお

聞かせいただければと思います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 それでは、ただいまのご

質問にお答えいたします。 

 法改正のポイントにつきまして、大きな

ポイントといたしましては、これまで出生

後８週間における育児休業、いわゆる産後

パパ育休を１回、あと通常といいますか、

３歳到達するまでの育児休業１回をそれ

ぞれ取得することができました。今回の改

正によりまして産後パパ育休を２回、あと

３歳到達するまでの育児休業を２回取得

できるように緩和されたことが最も大き

な法律の改正内容となってございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

育児休業の回数制限を緩和することで

育児休業の取得促進が進んでいくのは非

常に重要だと思っています。これについて

は引き続き取り組んでいただくとして、そ

の一方で、利用する職員について、昨年で

構いませんので、男性の育児休業の取得率

をお聞かせください。 

 以上です。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 それでは、ただいまのご

質問にお答えいたします。 

 昨年の男性の育休取得率でございます
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けれども、５７．９％となっております。

なお、大阪府下の平均は２４．５％と聞い

ております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

大阪府下平均の倍以上の取得率である

ことが、今お答えいただいた数字でよく分

かったと思います。このような職場環境を

しっかりと適切につくっていただいて、今

後も取り組みを続けていただくように要

望して、この質問を終わります。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 今、産休を取っている率

について、教えていただきました。５７．

９％、随分高いと思います。この休暇は、

例えば半日でも育休に扱われると聞いて

います。５７．９％の中身について、結構

長期で取られている方が多いのか。本当に

短期で取られている方が多いのか。その中

身をお聞かせいただければと思います。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 それでは、ただいまのご

質問にお答えいたします。 

 期間につきまして、令和３年度、１か月

未満の方が３名、１か月以上３か月未満の

方が６名、３か月以上半年未満の方が１名、

１年の方が１名となってございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 結構長期で取ってくだ

さって、職場の理解もあってのことだと思

いますので、大変いい傾向だと思っており

ます。こういった産休の取り方が分散して

取りやすくなることは、今後の子育て、ま

た、保育所になかなか入れなかったり、入

っても子どもがなじめなかったりとか、い

ろんなことがあっての分散ができ、本当に

ありがたいことだと思っております。この

ことについては理解をいたしました。 

 もう一つは、産後また職場に復帰した際

のお母さんの体調のことです。基本的に母

乳で育てている方は、復帰したとき子ども

にお乳を与える時間が減りますので、体の

中に出来上がっているミルクがやっぱり

胸の中で張ってくるんですね。張ってきて、

かなり痛い状態、それをやっぱり搾乳、つ

まりお乳を取らないと本当にしんどくな

ってきます。この搾乳をするのに非常に気

を遣わなきゃいけないという現実的な女

性の声があります。労働基準法の中にも育

児時間があるらしくて、１日に２回程度、

１回３０分以内の、そういう時間を取って

もいいという基本的な法律があるようで

す。そういったことで職場では女性の方、

やっぱり言いづらいことだと思います。か

といって、それを取れる場所があるかとい

うたら備わっているわけではないので、ど

うしてもやっぱりトイレで、しかも洋式ト

イレでないと、もし搾乳しなきゃいけない

場合は難しいと思います。そういったとこ

ろでの気遣いであったり、周囲に気づかれ

たらどうしようとか、いろんなことを思い

悩んでしまうことがあります。それを無理

して放っておきますと乳腺炎といって病

気になってしまって、今度は熱が出だして、

その後の胸のケアは、かなりつらい治療を

しなければいけないことをまず知ってい

ただけたらと思っております。 

 その上で、何かそういったことが起こら

ないか、まず配慮的なことで何か担当課と

して今後考えていっていただければと思

います。その点どういった見識でいらっし

ゃるかお聞きしたいと思います。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 それでは、ただいまのご
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質問にお答えいたします。 

 今、搾乳の話ですとかそういったお話を

いただきました。様々な職場の在り方は、

もちろんいろいろあろうかと思います。引

き続き職場環境の充実については、しっか

りと研究をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 保育所でお勤めの保母

さんなんかは、当然そういうことがすぐで

きるような感じになっています。取ったお

乳も冷蔵庫で保存して持って帰って子ど

もに飲ませてあげられる、そういう場所が

できてるわけです。でも、一般的にはそん

な場所ってほとんどなくて、大概、取った

お乳もトイレで捨てなきゃいけない、そう

いういろんなもやもや感が女性にはある

ことをぜひ知っていただければと思いま

す。復帰した女性に対して、そういった配

慮ができる職場環境は、ただ育休だけの話

ではなく、これからの人材確保にもつなが

っていく話ではないかと思います。 

 アメリカでは、こういう休業制度がない

がために、搾乳をするための施設をかなり

整えている環境があります。日本は休める

ところで、その辺のところは曖昧になって

いる部分もあると思います。ぜひそういっ

た女性でないと分からない経験なんです

けれども、配慮できることをしていただけ

ればと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

○三好義治委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 今回の条例改正は、国の

大もとの法律が改正をされた。それに基づ

いて非常勤の職員についてはこの条例で、

同じ内容の育児休暇について緩和される

とのことでございます。先ほど来、男性の

育児休暇の比率が高いと課長がおっしゃ

っていただいていました。マスコミなんか

でも、いつも男性の育児休暇と問題にされ

ているのは職場の雰囲気、取りやすい雰囲

気をつくっていくことは非常に難しいと、

報道などもされています。やっぱり制度が

幾ら緩和されても、取りやすい環境をどん

どんつくっていくことが一番大事だと思

うわけです。それほど高い取得率になって

いることは相当いろんな特出すべき取り

組みをなさっているんだろうと想像した

わけです。その取り組みについて、教えて

ください。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 それでは、ただいまのご

質問にお答えいたします。 

 職場の雰囲気であります。まずはそれぞ

れ育休を取ることができる対象の方がす

ぐ見て分かるような男性育休のパンフレ

ットといったものを作成しております。ま

た、育休だけではなく、育児に関係するよ

うな休暇のパンフレットを作成して、周知

を行っております。 

 職場環境でいいますと現在各課に摂津

市職員行動規範といったものを貼ってお

ります。良好な職場環境の醸成と保全とい

う項目を掲げておりまして、併せて所属長

によります職場環境づくりを行ってもら

っているところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ほかにも恐らくいろん

な取り組みをしていただいているんだろ

うと思います。そういった意味では気を遣

わずに、そういう休暇が取れる職場づくり

は、非常に大事だと思います。これからも

しっかりとつくっていただきたいと思い

ます。 
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 この部分は、やっぱり公務員の働く場か

ら進めて、そして一般の企業にもどんどん

進めていかなければならないと思うんで

す。そういう意味での理想の職場づくりと

いう意味もあると思うので、これからもし

っかりと取り組んでいただくようお願い

しておきます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 そうしましたら議案第４

５号について、これまでも議論をされてお

りますので、重複しないようにと思ってお

ります。非常勤職員の育児休業の要件とい

いますか、回数であるとか方法の緩和で、

非常に前向きな改正だと理解をしており

ます。 

 その上で藤浦委員からもお話がありま

したように、会計年度任用職員の制度が始

まって、ちょうど３年目を迎えていると思

います。これまでの決算、様々な議論の中

で、非正規で大体４割ぐらいだったと理解

しております。主に保育所であったりとか、

学童保育であったりとか、既に人手不足が

常態化している職場での非常勤職員の比

率が非常に高いと認識しているわけです。

人手が少ない中、子どもの命や安全を守る

点では、なくてはならない存在である非常

勤職員が、やはり育児休暇を取る上で職場

の環境だけでなくて、ご本人の意識も非常

に重要になってくると思うんです。 

 その点、今度の法制度の改正、それから

条例の改正によって、育児休暇が非常勤の

方でも、さらに取りやすくなっていること

をどのように職場、それから働いている非

常勤職員ご本人、または保護者の方々への

理解も深めていかなければいけないと思

います。 

 どうしても民間の事業者のほうがどち

らかというと、こういった育児休業等の取

得については、公の施設よりも遅れてくる

中で理解が得られにくい環境もあると思

うんです。育児休暇をいかに取りやすくす

るのか、その点の啓発であるとか、それか

ら市民の皆さんへの周知について、お考え

をお聞かせいただきたいと思います。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 それでは、ただいまのご

質問にお答えいたします。 

 啓発、周知でございます。今回の条例改

正のポイントである会計年度任用職員の

方に対しまして、先ほど男性職員のパンフ

レットのお話をさせていただきました。会

計年度任用職員に係るいわゆる休暇制度

のパンフレットを作成、周知、そこに加え

て育児に特化した休暇制度のパンフレッ

トの作成、周知を行っております。 

 あと、会計年度任用職員の募集要項、実

際に採用にするに当たって募集要項に休

暇制度を掲載しております。そこに夏季休

暇等に加えて育児休業についても記載を

しておるところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

藤浦委員からもありましたように制度

がよくなっても、それが生きたものになら

ないとあかんと思います。そういう意味で

は職場だけでなく、その地域や保護者、社

会全体がそれを受け入れられる環境をつ

くっていくためにも、やはり公の職場で率

先して進めていくのは非常に重要であり

ます。それは任務、責任でもあると思いま

すから、その点の工夫や努力をしていただ

きたいと思います。決算等でも議論になっ

ていくところで、特定事業主行動計画につ

いて、先ほどもありました男性の育休の取
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得率とか育児参加、休業の取得率について、

これは会計年度任用職員の数がこの行動

計画の中に含まれるのか、ちょっと理解不

足なんですけれども、それには非常に寄与

するものだと思います。さらなる発展をし

ていただく努力をしていただきたいと思

います。要望とします。 

 以上です。 

○三好義治委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第４６号所管分の審査を行い

ます。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 今回の議案第４６号につ

いて、退職手当条例の改正内容、ポイント

をお聞かせください。 

 以上です。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 それでは、ただいまのご

質問にお答えいたします。 

 今回の条例改正のポイントは、これまで

非常勤職員のうち、フルタイム会計年度任

用職員は６か月連続で１８日以上の勤務

日数があることを条件としまして、退職手

当の支給対象者となっておりました。しか

しながら、暦の関係上、例えば連休がある

５月、年末年始があります１２月、１月、

あと日数が少ない２月などは、そもそも勤

務日数が少なくなってしまう傾向がござ

います。特にこれらの月の勤務日数が２０

日に満たない場合、仮に私傷病による欠勤

が例えば３日以上あったとしたら、その段

階で退職手当の支給要件の対象となる計

算、６か月連続のところはリセットされて

しまうことから国家公務員におきまして、

退職手当支給の要件が緩和されることと

なりました。 

 その緩和の内容といいますのが「１８日」

から「２０日と「その月の勤務日数」の差

に相当する日数」を引いた日数以上の勤務

日数があれば、それを一月とみなして、つ

まりは６か月連続の対象の月としまして、

ひいては退職手当の支給条件の緩和にな

ります。本市におきましても、国の動きに

従いまして、同様の措置を講ずることが適

当であると考え、上程させていただいてお

るところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

今回の改正は、フルタイムで働く会計年

度任用職員に対する退職手当の支給要件

の緩和として理解をさせていただいてお

ります。このフルタイム会計年度任用職員

に対する退職手当の支給実績について、今

お分かりであればお答えをお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 それでは、ただいまのご

質問にお答えいたします。 

 フルタイム会計年度任用職員に対する

退職手当の支給実績につきまして、令和２

年度は、４人に対して合計８４万２，００

０円、令和３年度は、３人に対しまして５

６万８００円を支給してございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

会計年度任用職員の方がどうしても退

職手当の支給対象になりづらかったとこ

ろの改正で、引き続きこの運用をしっかり
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進めていただければと思いまして、これは

要望とさせていただきます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 続いて私も、フルタイム会

計年度任用職員の退職手当の支給の要件

が緩和される点についてです。こちらにつ

いても前向きな改正だと受け止めており

ます。 

 そこでお聞きしておきたいのは、会計年

度任用職員の制度が始まって、その中で退

職金の要件緩和が対象となるのはフルタ

イムの方だと認識をしております。職場の

中でフルタイムと正規の職員の役割の違

い、当然処遇が違っておりますから、役割

や責任は違うと思いますし、報酬も当然な

がら違ってきていると思います。その点の

違いについて、お聞かせください。 

 あわせて、会計年度任用職員の要件が１

年更新の最長３年で、３年たった時点では

改めて募集をするなどして更新をすると

思います。以前からの非常勤職員の場合も

更新を続けておられて、何年か長期に働い

ておられる方がたくさんいらっしゃいま

した。現段階でフルタイムの会計年度任用

職員の中で勤務期間の平均、それから最長

がどれくらいなのか。ちょうど令和２年度

から２回の更新をされている会計年度任

用職員が今年度末に３年を迎えます。今後

の更新の予定など、お聞かせいただきたい

と思います。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 それでは、ただいまのご

質問にお答えいたします。 

 まず役割でございますけれども、現在こ

のフルタイム会計年度任用職員は二つの

職種のみでの任用となっております。それ

は認定こども園非常勤保育教諭と、認定こ

ども園補助保育教諭となります。両方とも

こども園での任用職員となります。したが

いまして、その役割の違いを申し上げます

と、どうしても保育の話にはなってしまう

んですが、こども園では例えば３歳、４歳、

５歳は一人担任なので、ここは正職が入っ

ています。ゼロ歳から２歳につきましては

複数担任で、例えば正職が二人、フルタイ

ム会計年度任用職員が一人という担任制

を取っております。 

 実際に役割としまして、例えば正職は当

然、取組内容を発案したり、園長、副園長

と連携したり、ほかの年齢のクラスとの調

整を行い、中心となる部分は正職が行って

おります。フルタイム会計年度任用職員の

担任の方はそこはされておられない部分

が役割の違いでございます。 

 あと、一般職非常勤の時代からの引き続

いての勤務についてでございます。会計年

度任用職員の制度ができる前は当然フル

タイムではないことを前提といたします。

最も長く働いておられる方が現在で１５

年目、平均としては、おおよそ４．５年で

ございます。フルタイムで働いてもらって

いる期間といいますと、現時点では会計年

度任用職員制度が始まりまして２年半に

なります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 今ご説明いただきました

フルタイム会計年度任用職員、現状では認

定こども園の職場とのことです。深い議論

になると所管も変わってくるので、あまり

ここではやりませんが、実質継続で最長で

１５年、それから平均で４．５年ぐらいと

のことです。新しいフルタイムの制度が始

まった後ですから、まだ３年未満でありま

す。今後、とりわけこういった分野であれ
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ば子どもや保護者との関係、安定的な関係

性、継続性が求められている職場でもあり

ますので、働く側のよほどの理由がない限

り、長期的な継続が望ましいのではないか

と思うわけです。しかし、あえて会計年度

任用職員にされている、その辺のところが、

なかなか理解がしづらい部分であります。 

 今回、退職金の制度が要件緩和されます。

しかしながら、これは正規職員を雇用せず

に会計年度任用職員の雇用を続けること

につながる構造的な問題があるのではな

いかと思っています。 

 昨日、自治体労働組合総連合等が初めて

アンケート調査を行って、自治体で働く非

正規労働者の６割が年収２００万円未満、

いわゆるワーキングプアにも相当する収

入しかない。そういった方々が主に子ども

や、もしくは介護の施設や、人に関わる分

野、現場で、命や安全を担っている状況が

生まれていることが言えるのではないか

と思います。 

 そういう点ではパートでの会計年度任

用職員は、それなりに正規職員と役割とか

仕事の責任が異なることは分かります。フ

ルタイムで働くのは、それだけ職場の要請

があることであって、正規雇用に切り替え

ていくこともやはり視野に入れるべきで

はないかと思います。特に人の確保が非常

に困難を極めるような状況が続いている

中で保育士など、それから介護などケア労

働者に対する処遇改善です。個別に対応を

国もしてきておりますが、抜本的な改善に

至っていない状況です。そういった責任あ

る仕事をきちんと行政の責任で雇用し、市

民サービスに生かしていく点では、この待

遇改善の議論の延長線上に、摂津市の正規

職員化も、やはり今俎上に上げるべきだと

私は思います。これは意見として申し上げ

ておきたいと思います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時２９分 休憩） 

（午前１１時３１分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第３９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第４５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第４６号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午前１１時３２分 閉会） 
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 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 

 

 総務建設常任委員長 三好 義治 

 

 

 総務建設常任委員  安藤  薫 


